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○宇城市文化ホール条例〔生涯学習課〕 

平成１８年３月２８日 

条例第１９号 

（設置） 

第１条 市民の文化の向上と福祉の増進を図るため、宇城市文化ホール（以下「文化

ホール」という。）を設置する。 

（名称及び位置） 

第２条 文化ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

宇城市松橋文化ホール 宇城市松橋町大野８５番地 

宇城市小川文化ホール 宇城市小川町江頭８０番地 

（管理等） 

第３条 宇城市教育委員会（以下「教育委員会」という。）は、文化ホールを管理し、

文化ホールに必要な職員を置くことができる。 

（休館日等、開館時間） 

第４条 文化ホールの休館日等及び開館時間は、次の表のとおりとする。ただし、教

育委員会が特に必要があると認めたときは、休館日を変更し、若しくは別に定め、

又は開館時間を変更することができる。 

名称 休館日等 開館時間 

宇城市文化ホ

ール 

（１） 月曜日（ただし、その日が国民

の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日のときは、

その翌日） 

（２） １２月２８日から翌年１月４日

まで 

（３） 前２号に規定する休館日のほか、

文化ホールの管理上必要があるとき

は、臨時に休館日を定め、又は休館日

に開館することができる。 

（４） 文化ホールの管理上必要がある

ときは、整理点検日を定めることがで

きる。 

午前９時から午後１０時ま

でとする。ただし、必要があ

ると認めるときは、これを変

更することができる。 

（利用の許可） 

第５条 文化ホールの施設及び附属施設（以下「施設等」という。）を利用しようと

する者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項

を変更しようとするときも、同様とする。 

２ 教育委員会は、前項の許可をする場合において、文化ホールの管理上必要な条件
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を付することができる。 

３ 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、文化ホールの利

用を許可しない。 

(1) その利用が文化ホールの設置の目的に反するとき。 

(2) その利用が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。 

(3) その利用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の

利益となるとき。 

(4) その利用が施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。 

(5) その他利用させることが文化ホールの管理上支障があるとき。 

（許可の取消し等） 

第６条 教育委員会は、前条第１項の許可を受けた者（以下「利用者」という。）が

次の各号のいずれかに該当するとき又は管理上支障があると認めるときは、当該許

可に係る利用の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用を停止させることがで

きる。 

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。 

(2) 虚偽その他不正の行為により利用の許可を受けたとき。 

(3) 使用料を納期限までに納付しないとき。 

(4) 利用の許可の条件又は関係職員の指示に従わないとき。 

(5) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。 

２ 前項の規定による措置によって利用者に損害が生じることがあっても、市は、そ

の責めを負わない。 

（入館の制限） 

第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、文化ホールヘの

入館を拒否し、又は文化ホールからの退館を命ずることができる。 

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となるおそれがある者及びこれらのおそ

れがある物品又は動物を携帯する者 

(2) 感染症の疾患を有する者 

(3) 泥酔している者 

(4) その他教育委員会が管理上支障があると認める者 

（使用料） 

第８条 利用者は、別表に定める額を使用料として納めなければならない。この場合

において、当該使用料の額に１０円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入す

るものとする。 

２ 前項の使用料は、前納とする。ただし、附属設備使用料及び冷暖房費は、確定後

速やかに納付するものとする。 

３ 文化ホールの附属設備使用料は、規則で定める。 

４ 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当する

と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。 
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(1) 文化ホールの管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消し

たとき。 

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、文化ホールの施設等を利用

することができないとき。 

(3) 規則で定める期日までに、利用者が利用の中止又は変更を申し出たとき。 

（権利の譲渡等の禁止） 

第９条 利用者は、許可を受けた目的以外に文化ホールを利用し、又は利用の権利を

他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。 

（特別の設備等） 

第１０条 利用者は、既存の施設を変更し、又は特別の設備をしようとするときは、

あらかじめ教育委員会の承認を受けなければならない。 

（指定管理者による管理） 

第１１条 文化ホールの管理は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

の２第３項の規定により法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの（以

下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第４条の規

定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ教育

委員会の承認を得て、文化ホールの休館日を変更し、若しくは別に定め、又は開館

時間を変更することができる。 

３ 第１項の規定により文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合は、第５条か

ら第８条まで及び第１４条第２項の規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理

者」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の規定により文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合において、当

該指定管理者が文化ホールの管理を行うこととされた期間前にされた第５条第１項

（前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による許可の申請

は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。 

５ 第１項の規定により文化ホールの管理を指定管理者に行わせる場合において、当

該指定管理者が文化ホールの管理を行うこととされた期間前にされた第５条第１項

（前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定による許可を受け

ている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。 

（指定管理者の業務） 

第１２条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

(1) 文化ホールの利用の許可に関する業務 

(2) 文化ホールの施設等の維持及び修繕に関する業務 

(3) 文化ホールの文化振興事業に関する業務 

(4) 前３号に掲げるもののほか、指定管理者が文化ホールの管理上必要と認める業

務 

（利用料金） 
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第１３条 第８条第１項の規定にかかわらず、文化ホールの管理を指定管理者に行わ

せる場合は前条各号に掲げる業務のほか、当該指定管理者に文化ホールの施設等の

利用に係る料金（以下「利用料金」という。）を収受させることができる。 

２ 利用料金の額は、別表に定める額に１．３を乗じて得た額を上限として、指定管

理者が市長の承認を得て定める額とする。 

３ 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の還付

をすることができる。 

（原状回復の義務） 

第１４条 利用者は、その利用を終了したとき、又は第６条の規定により利用を停止

され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければなら

ない。 

２ 利用者が、前項に規定する義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを

執行し、利用者からその費用を徴収する。 

（損害賠償の義務） 

第１５条 利用者は、利用者又は入場者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は

滅失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、教

育委員会が特別の事情があると認めるときは、損害賠償の全部又は一部を免除する

ことができる。 

（運営審議会） 

第１６条 文化ホールの円滑な運営を図るため、宇城市文化ホール運営審議会を設置

する。 

２ 宇城市文化ホール運営審議会の委員の定数は１３人以内とする。 

（委任） 

第１７条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。 

（過料） 

第１８条 詐欺その他不正の行為により第８条第１項の使用料の徴収を免れた者に対

し、その徴収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万

円をこえないときは、５万円とする。）以下の過料を科すことができる。 

２ 前項に定めるものを除くほか、使用料に関する手続きに違反した者は、５万円以

下の過料を科すことができる。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

（宇城市小川文化ホール条例の廃止） 

２ 宇城市小川文化ホール条例（平成１７年宇城市条例第１０２号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の日の前日までに、宇城市松橋総合体育文化センター条例（平成

１７年宇城市条例第１００号）及び宇城市小川文化ホール条例の規定に基づきなさ
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れた処分、手続きその他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたも

のとみなす。 

附 則（平成１９年６月２８日条例第３２号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

別表（第８条関係） 

利用区分 午前 午後 夜間 冷暖房費 

９時～１２時 １３時～１７

時 

１８時～２２

時 

松橋

文化

ホー

ル 

文化

ホー

ル 

ホール（平日） ６，５００円 ９，０００円 １１，０００

円 

冷房１時間当

たり ３，０

００円 

暖房１時間当

たり ２，５

００円 

ホール（土・

日・休日） 

８，０００円 １１，０００円 １４，０００

円 

舞台・ホワイエ

（平日） 

２，０００円 ３，０００円 ３，５００円 冷房１時間当

たり １，０

００円 

暖房１時間当

たり ８００

円 

舞台・ホワイエ

（土・日・休日） 

２，５００円 ３，５００円 ４，０００円 

楽屋１ ４００円 ６００円 ８００円 使用料に含む 

楽屋２ ４００円 ６００円 ８００円 使用料に含む 

楽屋３ ４００円 ６００円 ８００円 使用料に含む 

楽屋４ ４００円 ６００円 ８００円 使用料に含む 

楽屋事務所 ４００円 ６００円 ８００円 使用料に含む 

その

他の

施設 

リハーサル室 １時間当たり ３００円 使用料に含む 

練習室１ １時間当たり ３００円 使用料に含む 

練習室２ １時間当たり ２００円 使用料に含む 

和室 １時間当たり ３００円 使用料に含む 

視聴覚室 １時間当たり ４００円 使用料に含む 

野外ステージ １時間当たり ７００円   

小川文化

ホール 

ホール（平日） ４，５００円 ６，０００円 ８，０００円 １時間当たり 

３，０００円 ホール（土・

日・休日） 

６，０００円 ８，０００円 １０，０００

円 

舞台（平日） １，２００円 １，４００円 １，６００円 １時間当たり 

８００円 舞台（土・日・

休日） 

１，５００円 １，８００円 ２，０００円 
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ホワイエ ６００円 ８００円 １，０００円 使用料に含む 

楽屋１ ３００円 ４００円 ５００円 使用料に含む 

楽屋２ ３００円 ４００円 ５００円 使用料に含む 

楽屋３ ３００円 ４００円 ５００円 使用料に含む 

附属設備 規則で定める額   

備考 

１ 休日とは、国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する

休日。 

２ 利用時間は、搬入、準備、後片付け、搬出に要する時間を含むものとする。 

３ 松橋文化ホール 利用者が営利若しくは宣伝等の目的をもって使用する場合、

又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表の金額の

１０割増しとする（ただし、文化ホールは開演から終演までの時間区分を対象と

し、その他の施設については、当該行為を行う日のみを対象とする。）。 

４ 小川文化ホール 利用者が営利若しくは宣伝等の目的をもって使用する場合、

又は１，５００円を超える入場料その他これに類する料金を徴収する場合、開演

から終演までの時間区分の使用料は、この表の金額の１０割増しとする。 

５ 所定の利用時間のほかに、次に掲げる時間を利用許可時間とし、当該時間の使

用料は次のとおりとする。ただし、文化ホールの所定の利用時間区分を連続して

利用する場合、当該時間の使用料については徴収しない。 

（１） 文化ホール ８時から９時まで 午前の使用料の４割相当額 

（２） 文化ホール １２時から１３時まで 午後の使用料の３割相当額 

（３） 文化ホール １７時から１８時まで 夜間の使用料の３割相当額 

（４） その他の施設 ８時から９時まで １時間当たりの金額 

 


